
 

 

 

 

 

資料２ 情報収集・伝達関係 

 

１．気象観測施設 

２．気象等に関する特別警報・警報・注意報 

３．火災気象通報・海上警報 

４．地震、津波情報 

５．河川水位等の情報 
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７．防災行政無線 

８．有線放送施設 

９．防災サポート無線 

10．コミュニティＦＭ放送 

11．ケーブルテレビ事業者 

12．北海道総合通信局による通信途絶時における貸出機材一覧 

13．火災・災害等即報要領（消防庁） 

14．災害情報等報告取扱要領（北海道） 
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１．気象観測施設 

 

 
 

 

 

 

所 管 記 号 観 測 種 目 備 考 

気 象 庁 

◎ 

アメダス（気象官署

（特別地域気象観測

所を含む））(4) 

降水量、気温、風向・風速、

日照時間（高松、米岡を除

く）、積雪深（米岡を除

く）、湿度（函館、江差） 

 

○ 
アメダス（４要素観

測所）(12) 

降水量、気温、風向・風速、

日照時間、湿度（八雲、木古

内、川汲、松前、奥尻） 

 

■ 
アメダス（雨量観測

所）(6) 
降水量  

□ 
アメダス（積雪深観

測所）(8) 
積雪深  

◆ 気象レーダー(1)   

函 館 市 

（南茅部支所） 
△ マメダス(4) 降水量、気温、風向・風速  

日本気象協会 ▲ マメダス(1) 降水量、気温、風向・風速 
函館市内設置分 

のみ記載 

渡島総合振興局 

函館建設管理部 
☆ テレメータ(11) 降水量 

函館市内設置分 

のみ記載 
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２．気象等に関する特別警報・警報・注意報 

（１）発表区域                          （令和６年４月１日現在） 

府県予報区 一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域の名称 

渡島・檜山地方 

渡島地方 

渡島北部 八雲町八雲（八雲町熊石★を除く）、長万部町 

渡島東部 函館市、北斗市、七飯町、鹿部町、森町 

渡島西部 松前町、福島町、知内町、木古内町 

檜山地方 

檜山北部 八雲町熊石★、今金町、せたな町 

檜山南部 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 

檜山奥尻島 奥尻町 

八雲町熊石★：北海道二海郡八雲町のうち熊石相沼町、熊石鮎川町、熊石泉岱町、熊石雲石町、熊石大谷町、 

熊石折戸町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石関内町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石館平町、 

熊石泊川町、熊石鳴神町、熊石西浜町および熊石根崎町  
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（２）気象等に関する特別警報・警報・注意報の概要        （令和６年４月１日現在） 

種 類 概   要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害の起こ

るおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。 

警  報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそ

れがある場合、その旨を警告して行う予報。 

注 意 報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがあ

る場合に、その旨を注意して行う予報。 

 

（３）気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類と概要     （令和６年４月１日現在） 

区 分 概   要 

特 

別 

警 

報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災

害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のよう

に、特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫している状況で

あり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があること

を示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいと予想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて

「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警

戒を呼びかける。 

波浪特別警報 
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想されたときに発表される。 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予想されたときに発表される。危険な場所からの

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

警 

報 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報

（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警

報（土砂災害）は、高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる

警戒レベル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生する

おそれがあると予想したときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷

や決壊による重大な災害が対象としてあげられる。高齢者等が危険な場所か

ら避難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程

障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 
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区 分 概  要 

警

報 

波浪警報 
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。 

高潮警報 
台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれが
あると予想されたときに発表される。危険な場所からの避難が必要とされる警
戒レベル４に相当。 

注 

意 

報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。避難
に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行
動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 
河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水害が発生す
るおそれがあると予想したときに発表される。対象となる洪水害として、河川
の増水および堤防の損傷、ならびにこれらによる浸水害があげられる。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

風雪注意報 
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による災
害」のおそれについても注意を呼びかける。 

波浪注意報 高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあると
予想されたときに発表される。高潮警報に切り替える可能性に言及されていな
い場合は、避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ま
た、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や、「ひょう」によ
る災害についての注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意につ
いても雷注意報で呼びかけられる。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

乾燥注意報 
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。 

着氷注意報 
著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのあるとき
に発表される。 

着雪注意報 
著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのあるとき
に発表される。 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体
的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的
には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表され
る。 

低温注意報 
低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体
的には、低温のために農作物等に著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結
や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含め

て行われる。 

  地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。 
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（４）特別警報発表基準                     （令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

津波、火山噴火、地震については、従来からの警報のうち、危険度が非常に高いレベルのもの

を特別警報に位置付けている。 

具体的には、津波については「大津波警報」、火山噴火については「噴火警報(居住地域)」＊、

地震については「緊急地震速報」（震度６弱以上を予想したもの）を特別警報に位置づけている

（下表を参照）。 

これらの特別警報は、名称に「特別警報」は用いず、従来どおりの名称で発表する。例えば、

大津波警報が発表された時は、それが津波に関する特別警報が発表されたという意味になる。 

これらの特別警報を見聞きした場合は、これまでと同様に、津波であれば直ちに避難する、火

山噴火であれば噴火警戒レベルに応じ避難や高齢者等避難を行う、地震であれば揺れから身を守

るなど、命を守る行動をとってください。 

現象の種類 基  準 

津  波 
高いところで３メートルを超える津波が予想される場合（大津波警報を特別

警報に位置付ける） 

火山噴火 
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合（噴火警報（居住地

域）※を特別警報に位置づける） 

地震 

（地震動） 

震度６弱以上または長周期地震動階級４の大きさの地震動が予想される場合

（緊急地震速報（震度６弱以上または長周期地震動階級４））を特別警報に

位置づける） 

（*）噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報（居住地域）」（噴火警戒レベル４また 

は５）を特別警報に位置付けている。 

 



資料２ 情報収集・伝達関係 

資 2－6 

 

※一日の時間細分の用語（府県天気予報の場合） 
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（５）警報・注意報発表基準 
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（６）大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

警報の危険度分布等の概要 

種  類 概  要 

土砂キキクル

（大雨警報（土

砂災害）の危険

度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の

領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌

雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災

害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所

を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒

レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相

当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル

（大雨警報（浸

水害）の危険度

分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四

方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数

の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表

されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒

レベル５に相当。 

洪水キキクル

（洪水警報の危

険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

1kmごとに５段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測

を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、危

険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒

レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相

当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の

予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの

予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列

で示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を用いて

常時10分ごとに更新している。 

 



資料２ 情報収集・伝達関係 

資 2－9 

（７）早期注意情報（警報級の可能性） 

 5日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の2段階で発表される。当日から翌日にかけ

ては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡島地方）で、2日先から5日先にか

けては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡島・檜山地方）で発表される。大雨

に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要

があることを示す警戒レベル1である。 

 

（８）北海道地方気象情報、渡島・檜山地方気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する情報。 

 

（９）記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨が観測（地上の雨量計による観

測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険度

分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象庁から発表される。 

 この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発

生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場

所については、キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

土砂キキクル(危険度分布)https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 

浸水キキクル(危険度分布)https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 

洪水キキクル(危険度分布)https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 

 

（１０）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報

で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっ

ている時に渡島地方に対し発表する情報。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻

発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃

情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっ

ている旨を発表する。 

この情報の有効期間は、発表から概ね1時間である。 

 ※雨雲の動き（降水・雷・竜巻ナウキャスト）： 

     https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ 
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３．火災気象通報・海上警報 

(1) 火災気象通報 

函館地方気象台が行う火災気象通報の発表及び終了の通報は、消防法（第22条）の規定に基

づき、札幌管区気象台から北海道に通報するものとする。 

通報を受けた北海道は、管内市町村に通報するものとし、市町村長は、この通報を受けたと

き、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたときは、火災に関する警報を発する

ことができる。 

   なお、火災気象通報は林野火災気象通報を兼ねるものとする。 

 

ア 通報基準 

    「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一とする。 ただし、海上を対象とした

「強風注意報」は火災気象通報の対象としない。 

イ 通報時刻及び内容 

（ｱ）定時に実施する通報 

      毎日０５時頃に、翌日０９時までの気象状況の概要を通報する。この際、火災気象通

報の通報基準に該当または該当するおそれがある場合は、見出しの冒頭部に「火災気

象通報」と明示し、注意すべき事項を付加する。 

ただし、火災気象通報の対象となる地域、期間で降水（降雪含む）が予想される場合

には、火災気象通報に該当しないとして、見出しの冒頭部に明示しない場合がある。 

通報内容は、対象地域、要素、期間、０４時の気象官署及び特別地域気象観測所の気

象実況とする。 

（ｲ）臨時に実施する通報 

先に通報していた気象状況の内容と異なる「乾燥注意報」または「強風注意報」の発

表または解除があった場合は、その旨を随時通報する。 
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(2) 海上警報 

気象庁は、次の表に挙げる現象が発生しているか24時間以内に発生すると予想される場合に 

海上警報を発表する。                    （令和６年４月１日現在） 

海上警報の種類 説    明 

海上台風警報 
台風による風が最大風速 64 ノッ

ト以上。 

気象庁風力階級表の風力 12 に相

当。 

海上暴風警報 最大風速 48ノット以上。 
気象庁風力階級表の風力 10 以上に

相当。 

海上強風警報 
最大風速 34 ノット以上 48 ノット

未満。 

気象庁風力階級表の風力８又は９

に相当。 

海上風警報 
最大風速 28 ノット以上 34 ノット

未満。 

気象庁風力階級表の風力７に相

当。 

海上濃霧警報 
視程(水平方向に見通せる距離)0.3 海里(約 500m)以下（瀬戸内海は 0.5

海里（約１km以下））。 

その他の海上警報 
風、霧以外の現象について「海上（現象名）警報」として警報を行うこ

とがある。（例：海上着氷警報、海上うねり警報など。） 

 

地方海上予報区                       （令和６年４月１日現在） 

地方海上予報区 細分海域 担当官署 

日本海北部および 

オホーツク海南部 

サハリン東方海上/サハリン西方海上

/網走沖/宗谷海峡/北海道西方海上 
札幌管区気象台 

北海道南方および東方海上 
北海道東方海上/釧路沖/日高沖/津軽

海峡/檜山津軽沖 
札幌管区気象台 
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地方海上予報区域図 
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４．地震、津波情報 

（１）地震に関する情報 

ア 緊急地震速報 

  緊急地震速報には、大きく分けて「警報」と「予報」の２種類がある。また、「警報」 

の中でも予想震度が大きいものを「特別警報」に位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急地震速報（警報）は、震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが予想され

た場合に、震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域に発表される。緊急

地震速報（警報）のうち、震度６弱以上または長周期地震動階級４が予想される場合を特別

警報（地震動特別警報）に位置付けている。 

 

イ．地震情報の種類とその内容                 （令和６年４月１日現在） 

情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測
した地域名（全国を188地域に区分）と地震
の揺れの検知時刻を速報 

震源に関する
情報 

震度３以上 
（大津波警報または津波警
報、注意報（以下「津波警報
等」という。）を発表した場
合は発表しない） 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変
動があるかもしれないが被害の心配はな
い」旨を付加して、地震の発生場所（震
源）やその規模（マグニチュード）を発表 

震源・震度に
関する情報 

震度１以上 
津波警報等の発表または若干
の海面変動が予想された時 
緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ
ニチュード）、震度１以上を観測した地点
と観測した震度を発表。それに加えて、震
度３以上を観測した地域名と市町村毎の観
測した震度を発表 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を
入手していない地点がある場合は、その市
町村・地点名を発表 
 

長周期地震動
に関する観測
情報 

震度１以上を観測した地震の
うち、長周期地震動階級１以
上を観測した場合 

地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階
級の最大値のほか、個別の観測点毎に、長
周期地震動階級や長周期地震動の周期別階
級等を発表。（地震発生から１０分後程度
で１回発表） 

遠地地震に関
する情報 

マグニチュード7.0以上 
都市部など著しい被害が発生
する可能性がある地域で規模
の大きな地震を観測した場合
（国外で発生した大規模噴火
を覚知した場合にも発表する
ことがある。） 

国外で発生した地震について、地震の発生
時刻、発生場所（震源）やその規模（マグ
ニチュード）を、地震発生から概ね30分以
内に発表※1。日本や国外への津波の影響に
関しても記述して発表。 
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情報の種類 発表基準 内容 

その他の情報 顕著な地震の震源要素を更新
した場合や地震が多発した場
合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地
震が多発した場合の震度１以上を観測した
地震回数情報等を発表 

推計震度分布
図 

震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m
四方ごとに推計した震度（震度４以上）を
図情報として発表 

※１ 国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は、噴火発生から１時間半～２時間程度 

で発表しています。 

 

（２）津波に関する情報 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報 

気象庁は、地震が発生してから約３分（日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によっ 

て精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる地震は最速２分程度）を目標 

に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表する。 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等          （令和６年４月１日現在） 

津波警

報等の

種類 

発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

取るべき行動 数値での

発表 

津波の高さ予想

の区分 

巨大地震

の場合の

発表 

大津波

警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで３ｍを超

える場合 

10ｍ超 10ｍ＜予想高さ 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人は

津波による流れに巻き込まれ

る。沿岸部や川沿いにいる人

は、ただちに高台や避難ビルな

ど安全な場所へ避難。 

10ｍ 
5ｍ＜予想高さ

≦10ｍ 

５ｍ 
3ｍ＜予想高さ

≦5ｍ 

津波 

警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで１ｍを超

え、３ｍ以下の

場合 

３ｍ 
1ｍ＜予想高さ

≦3ｍ 
高い 

標高の低いところでは津波が襲

い、浸水被害が発生し、人は津

波による流れに巻き込まれる。

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安全

な場所へ避難。 

津波 

注意報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以

上、１ｍ以下の

場合であって、

津波による災害

のおそれがある

場合 

１ｍ 
0.2ｍ≦予想高

さ≦1ｍ 

(表記し

ない) 

海の中では人は速い流れに巻き

込まれ、また、養殖いかだが流

失し小型船舶が転覆する。海の

中にいる人はただちに海から上

がって、海岸から離れる。 

注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波 

がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 
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イ 津波情報 

津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなど

を津波情報で発表する。                  （令和６年４月１日現在） 

 種  類 内  容 

津波到達予想時刻・ 予想さ

れる津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを

５段階の数値（メートル単位）または「巨大」や「高い」とい

う言葉で発表する。 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表する。 

津波観測に関する情報 
津波観測地点で津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表

する。 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さおよび沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

する。 

  

 ウ 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表 

する。                           （令和６年４月１日現在） 

発表される場合 内  容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表する。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想

されたとき 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はな

く、特段の防災対応の必要がない旨を発表する。 

津波警報等の解除後も海面変

動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性

が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては

十分な留意が必要である旨を発表する。 

 

（３）地震、津波情報に用いる観測点 

ア 渡島・檜山地方の震度観測点               （令和６年４月１日現在） 

地方 市町村 観測点名称 所 在 地 所 管 緯 度 経 度 

渡島 函館市 
函館市 

美原 

美原 3 丁目 4-4 

（函館地方気象台） 
気象庁 41°49'00" 140°45'15" 

渡島 函館市 
函館市 

尾札部町 
尾札部町 1423-1 気象庁 41°53'24" 141°01'44" 

渡島 函館市 
函館市 

大森町 
大森町 33（大森公園） 防災科研 41°46'11" 140°44'17" 

渡島 函館市 
函館市 

泊町 

泊町 126 

（もと日新中学校） 
防災科研 41°42'57" 141°00'16" 

渡島 函館市 
函館市 

新浜町 

新浜町 151-1 

（椴法華中学校） 
防災科研 41°50'05" 141°08'26" 

渡島 函館市 
函館市 

川汲町 
川汲町 1520-1 防災科研 41°54'19" 140°58'11" 

渡島 函館市 
函館市 

日ノ浜 

日ノ浜町 127 

（恵山支所） 
北海道 41°47'16" 141°06'28" 

渡島 北斗市 
渡島北斗市

中央 

北斗市中央 1 丁目 3-10

（北斗市役所） 
北海道 41°49'26" 140°39'12" 

渡島 北斗市 
渡島北斗市

本町 

北斗市本町 175 

（北斗市総合分庁舎） 
北海道 41°53'00" 140°38'38" 
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地方 市町村 観測点名称 所 在 地 所 管 緯 度 経 度 

渡島 七飯町 
七飯町 

桜町 

七飯町桜町 2 丁目 3-1

（七飯消防署） 
気象庁 41°54'11" 140°41'16" 

渡島 七飯町 
七飯町 

本町 
七飯町字本町 516 防災科研 41°53'58" 140°41'45" 

渡島 鹿部町 
鹿部町 

宮浜 
鹿部町字宮浜 369-1 防災科研 42°02'37" 140°48'23" 

渡島 長万部町 
長万部町 

平里 

長万部町字平里 91-

11（老人福祉センター） 
防災科研 42°29'41" 140°21'14" 

渡島 八雲町 
八雲町 

上の湯 
八雲町上の湯 70 気象庁 42°07'09" 140°21'58" 

渡島 八雲町 
八雲町 

住初町 

八雲町住初町 185-1

（総合体育館） 
防災科研 42°15'30" 140°15'49" 

渡島 八雲町 
八雲町熊石

雲石町 

八雲町熊石雲石町 

131-3 
防災科研 42°07'47" 139°58'52" 

渡島 森町 
渡島森町 

御幸町 

森町字御幸町 144-1

（森町役場） 
気象庁 42°06'18" 140°34'35" 

渡島 森町 
渡島森町 

上台町 

森町字上台町 326-1

（浄水場） 
防災科研 42°05'47" 140°33'49" 

渡島 森町 
渡島森町 

砂原 

森町字砂原 1 丁目 43-

4（森町役場砂原支所） 
北海道 42°07'27" 140°40'01" 

渡島 木古内町 
木古内町 

木古内 

木古内町字木古内 

182-1 
防災科研 41°40'47" 140°25'58" 

渡島 知内町 
知内町 

小谷石 
知内町字小谷石 514 気象庁 41°31'55" 140°24'50" 

渡島 知内町 
知内町 

重内 

知内町字重内 21-1 

（知内町役場） 
北海道 41°35'54" 140°25'07" 

渡島 福島町 
福島町 

福島 
福島町字福島 699 防災科研 41°29'09" 140°14'48" 

渡島 松前町 
渡島松前町 

清部 
松前町字清部 441 気象庁 41°31'29" 140°00'24" 

渡島 松前町 
渡島松前町 

福山 

松前町字福山 248 

（松前町役場） 
気象庁 41°25'47" 140°06'37" 

檜山 江差町 
檜山江差町

姥神 

江差町字姥神町

167(特別地域気象観測所) 
気象庁 41°52'04" 140°07'30" 

檜山 江差町 
檜山江差町

中歌町 
江差町字中歌町 193-3 防災科研 41°52'08" 140°07'35" 

檜山 上ノ国町 
上ノ国町 

湯ノ岱 

上ノ国町字湯ノ岱 

243-6 
防災科研 41°44'58" 140°15'03" 

檜山 上ノ国町 
上ノ国町 

小砂子 
上ノ国町字小砂子 80 防災科研 41°38'56" 139°59'52" 

檜山 上ノ国町 
上ノ国町 

大留 

上ノ国町字大留 100

（上ノ国町役場） 
北海道 41°48'02" 140°07'15" 

檜山 厚沢部町 
厚沢部町 

木間内 

厚沢部町字木間内 3-4

および 4-1 
防災科研 41°56'06" 140°22'04" 

檜山 厚沢部町 
厚沢部町 

新町 

厚沢部町新町 207 

（厚沢部町役場） 
北海道 41°55'16" 140°13'32" 

檜山 乙部町 
乙部町 

緑町 

乙部町字緑町 388 

（乙部町役場） 
北海道 41°58'06" 140°08'10" 

檜山 せたな町 
せたな町北

檜山区豊岡 

せたな町北檜山区豊岡

233-1(北桧山中学校) 
気象庁 42°25'21" 139°52'36" 

檜山 せたな町 
せたな町北

檜山区徳島 

せたな町北檜山区徳島

63-1（せたな町役場） 
北海道 42°25'03" 139°52'58" 
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地方 市町村 観測点名称 所 在 地 所 管 緯 度 経 度 

檜山 せたな町 
せたな町 

大成区都 

せたな町大成区都 378

（大成中学校） 
防災科研 42°13'43" 139°49'06" 

檜山 せたな町 
せたな町 

瀬棚区本町 

せたな町瀬棚区本町

718-2（瀬棚支所） 
防災科研 42°27'00" 139°51'11" 

檜山 せたな町 
せたな町瀬

棚区北島歌 

せたな町瀬棚区北島歌

269-6 
防災科研 42°35'41" 139°49'42" 

檜山 今金町 
今金町 

今金 
今金町字今金 118-3 防災科研 42°25'43" 140°01'04" 

檜山 奥尻町 
奥尻町 

松江 
奥尻町字松江 503 気象庁 42°05'05" 139°28'13" 

檜山 奥尻町 
奥尻町 

奥尻 

奥尻町奥尻 806 

（奥尻町役場） 
北海道 42°10'21" 139°30'51" 

 

イ 渡島・檜山地方の津波観測点               （令和６年４月１日現在） 

地方 市町村 観測点名称 所 在 地 所 管 緯度 経度 

渡島 函館市 函館                
函館市海岸町 

（函館港） 
気象庁 41°46'54" 140°43'29" 

渡島 森町 渡島森港 
森町字港町 

（森港） 

国土交通省 

北海道開発局 
42°06'36" 140°35'30" 

檜山 江差町 江差 
江差町字中歌町 

（江差港） 

国土交通省 

北海道開発局 
41°52'14" 140°07'32" 

檜山 奥尻町 奥尻島松江 奥尻町松江 国土地理院 42°04'42" 139°29'21" 

檜山 奥尻町 
奥尻島奥尻

港 

奥尻町奥尻 

（奥尻港） 

国土交通省 

北海道開発局 
42°10'27" 139°31'05" 

檜山 せたな町 瀬棚港 
せたな町瀬棚区本町

（瀬棚港） 

国土交通省 

北海道開発局 
42°27'14" 139°50'44" 

 

ウ 津波予報区の区域                      （令和６年４月１日現在） 

津波予報区 区  域 

オホーツク海沿岸 
北海道のうち宗谷総合振興局(宗谷岬北端以東に限る。)およびオ

ホーツク総合振興局の管内 

北海道太平洋沿岸東部 北海道のうち根室振興局および釧路総合振興局の管内 

北海道太平洋沿岸中部 北海道のうち十勝総合振興局および日高振興局の管内 

北海道太平洋沿岸西部 
北海道のうち胆振総合振興局および渡島総合振興局(白神岬南端

以東に限る。)の管内 

北海道日本海沿岸北部 

北海道のうち宗谷総合振興局(宗谷岬北端以東を除く。)、留萌振

興局、石狩振興局および後志総合振興局(積丹岬北端以東に限

る。)の管内 

北海道日本海沿岸南部 
北海道のうち後志総合振興局(積丹岬北端以東を除く。)、檜山振

興局および渡島総合振興局(白神岬南端以東を除く。)の管内 

陸奥湾 
青森県(東津軽郡外ヶ浜町平館からむつ市脇野沢までの陸奥湾沿

岸に限る。) 

青森県日本海沿岸 
青森県(大間崎北端以東の太平洋沿岸および東津軽郡外ヶ浜町平

館からむつ市脇野沢までの陸奥湾沿岸を除く。) 

青森県太平洋沿岸 青森県(大間崎北端以東の太平洋沿岸に限る。) 
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エ 渡島・檜山地方の震度観測点および津波観測点配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 記 号 所 管 

震度観測点 

◎ 気象庁（11） 

○ 国立研究開発法人防災科学技術研究所（20） 

● 北海道（10） 

津波観測点 

△ 気象庁（1） 

▲ 国土交通省港湾局（4） 

■ 国土地理院（1） 
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オ 地震情報で用いる震央地名 
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カ 津波情報で用いる予報区および観測点 
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５．河川水位等の情報 

（１）河川に係る雨量および水位の観測所              （令和６年４月１日現在） 

水系名 河川名 
観測所

名 

種

別 
所 在 地 

基準水位（ｍ） 

水防団 

待機 

はん濫 

注意 

避難 

判断 

はん濫 

危険 

松倉川 松倉川 松倉川 
雨量 

水位 

上湯川町22番47地先河川敷（

道営上湯川団地付近） 
6.36 7.21 7.96 8.17 

松倉川 鮫川 鮫川 水位 
深堀1番129地先河川敷 

（学園橋付近） 
3.57 4.35 4.48 5.17 

常盤川 常盤川 常盤川 水位 
西桔梗町215番地先河川敷 

（桔梗新橋地点） 
2.13 2.70 3.12 3.32 

常盤川 石川 石川 
雨量 

水位 

昭和4丁目118番9地先河川敷 

（石川橋から約100m下流） 
12.10 12.22 12.42 12.82 

亀田川 亀田川 袴腰 雨量 

亀田大森町192 

(新中野ダム管理所から3.0km

上流) 

    

亀田川 亀田川 
新中野 

ダム 
雨量 

亀田中野町370 

（新中野ダム管理所内） 
    

亀田川 亀田川 富岡 水位 

函館市富岡町富岡橋上流 

(新中野ダム管理所より6.0km

下流) 

－ － － － 

汐泊川 汐泊川 川汲 雨量 

鉄山町 

(矢別ダム管理所より4.0km 

上流) 

    

汐泊川 汐泊川 矢別ダム 雨量 
紅葉山 

（矢別ダム管理所内） 
    

尻岸内川 尻岸内川 尻岸内川 
雨量 

水位 
川上町81番3地先河川敷 2.70 3.35 － 4.10 

古武井川 古武井川 古武井川 雨量 
日ノ浜町154地先 

(古武井橋地点)    
    

磯谷川 磯谷川 岩戸 雨量 
岩戸町38 

 (磯谷川第2発電所付近)   
    

久根別川 久根別川 久根別川 水位 
北斗市萩野30番28地先河川敷 

(第一久根別橋地点) 
3.32 4.04 4.39 5.45 
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（２）河川図および観測所（旧函館市内） 

 

 

（３）河川図（戸井支所管内） 
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（４）河川図（椴法華支所管内） 
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（５）河川図および観測所（恵山支所管内）
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（６）河川図および観測所（南茅部支所管内） 
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６．火山情報 

（１）札幌管区気象台 恵山常時観測点                        （令和６年４月１日現在） 

所 管 記 号 観測点名 緯 度 経 度 標高(m) 観測開始日 備 考 

気象庁 

■地震計 

ドーム北 41°48'69 141°09'73 369 2005/7/24 短周期 

柏野 41°47'40 141°08'99 41 2010/9/1 短周期 

火口原駐車場 41°48'46 141°09'15 324 2016/12/1 広帯域 

□空振計 柏野 41°47'40 141°08'99 41 2010/9/1  

★監視 

カメラ 

高岱 41°46'80 141°06'00 8 2010/4/1 可視 

火口原 41°48'52 141°09'37 351 2016/12/1 
可 視 、

熱映像 

◆ＧＮＳＳ 柏野 41°47'40 141°08'99 41 2010/10/1  

▲傾斜計 
柏野 41°47'40 141°08'99 41 2011/4/1  

ドーム北２  41°48'77 141°09'82 381 2016/12/1  

国土 

地理院 
◇ＧＮＳＳ 椴法華Ａ 41°50'02 141°08'31  2009/2/23 

椴 法 華

中学校 
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（２）恵山の噴火警戒レベル（平成 28 年３月 23 日運用開始） 

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係機関や住民等

の「とるべき防災対応」を５段階に区分し、噴火予報・警報に付して発表する。 

活動火山対策特別措置法第４条の規定に基づき、各火山の地元の都道府県等は、火山防災協

議会を設置し、平常時から、噴火時や想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備

について共同で検討を実施する。 

噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を設定し、市町村・

都道府県の「地域防災計画」に定められた火山で、噴火警戒レベルは運用される。 

恵山の噴火警戒レベルを下表に示す。 

                                           （令和６年４月１日現在） 

種別 名称 対象 
範囲 

レベル 火山活動の状況 
（一般的な記載） 

住民等の行動 想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
お
よ
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を
及ぼす噴火が発生、ある
いは切迫している状態に
ある。 

危険な居住地域から
の避難等が必要（必
要に応じて対象地域
や避難方法等を判
断） 

【5-3】 
・火砕流が居住地域まで到達し、重大
な被害を及ぼす噴火が発生あるいは切
迫。 
過去事例：約 8000 年前の噴火 
     約 5000 年前の噴火 
     約 2500 年前の噴火 
【5-2】 
有感地震の多発や顕著な地殻変動等に
より、居住地域に重大な被害を及ぼす
噴火が発生する可能性が高まってい
る。 

【5-1】 
・小規模な噴火が発生し、大きな噴石
が火口から１km 程度まで飛散。火山泥
流の発生。 
過去事例：約 3000 年前の噴火 
     1846 年の噴火 
     1874 年の噴火 

４(

高
齢
者

等
避
難)

 

居住地域に重大な被害を
及ぼす噴火が発生すると
予想される（可能性が高
まっている）。 

警戒が必要な居住地
域での高齢者等の要
配慮者の避難，住民
の避難等が必要。 

・有感地震の発生や熱活動の活発化等
により、居住地域の一部に重大な被害
を及ぼす噴火が発生すると予想され
る。 

警 

報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域 

近
く
ま
で 

３ 
(

入
山
規
制)

 

居住地域の近くまで重大
な影響を及ぼす（この範
囲に入った場合は生命に
危険が及ぶ）噴火が発
生、あるいは発生すると
予想される。 

住民は通常の生活
（今後の火山活動の
推移に注意） 
 
高齢者等の要配慮者
の避難の準備等が必
要 
 
入山規制等、危険な
地域への立入規制等 

【レベル３の発表について】 
レベル３は、火山活動が高まっている
段階では使用せず、レベル４・５から
下げる段階で状況に応じて発表する 
 
・想定される現象等はレベル２と同程
度 
過去事例：なし 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす
（この範囲に入った場合
は生命に危険が及ぶ）噴
火が発生、あるいは発生
すると予想される。 

住民は通常の生活
（今後の火山活動の
推移に注意） 
 
火口周辺への立入規
制等 

・ごく小規模な水蒸気噴火が発生し、
大きな噴石が X火口、Y火口（小地
獄、大地獄）から 500ｍ 程度まで飛散 
過去事例：なし 
 
・地震活動や熱活動の高まり等によ
り、X 火口、Y火口（小地獄、大地
獄）でごく小規模な水蒸気噴火の発生
が予想される。 
過去事例：なし 

予 

報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

（
活
火
山
で
あ
る

こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 
火山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰の噴
出等が見られる 
（この範囲に入った場合
は生命に危険が及ぶ）。 

住民は通常の生活 
(状況に応じて火山
活動に関する情報収
集、避難手段の確
認、防災訓練への参
加等)。状況に応じ
て火口内への立入規
制等 

・火山活動は静穏 

  注１）大きな噴石とは、概ね 20～30cm 以上の、風の影響をほとんど受けずに弾道を描いて飛散するものをいう。。 
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（３）恵山における最近１万年以降の活動履歴（荒井(1998)による） 

噴火発生年 
噴出 

物量 

噴火の

分 類 
火山現象 被害・その他 

約 8,000 年前 10８㎥
 マグマ

噴 火 

火砕流・火砕サージ（約

4㎞）、噴石、降灰 

火砕流台地形成 

恵山溶岩ドーム形成 

約 5,000 年前 10６㎥ 
マグマ

噴 火 

火砕流（約 3 ㎞）、噴

石、降灰（火山泥流） 
 

約 3,000 年前 105㎥ 
水蒸気

噴 火 
噴石、降灰 

降灰堆積物 

火口周辺 3)15 ㎝ 山麓 4)5 ㎝ 

約 2,500 年前 10６㎥ 
水蒸気

噴 火 

火砕サージ 1) （約 2

㎞）、山体崩壊（岩屑な

だれ 2)）、噴石、降灰 

 

約 600 年前 105㎥ 
水蒸気

噴 火 

火砕サージ 1) （約 2

㎞）、降灰 
 

1846 年 105㎥ 
水蒸気

噴 火 
噴石、降灰、火山泥流 

泥流被害（家屋埋没、死者多数） 

降灰堆積物 

 火口周辺 3)15 ㎝ 山麓 4)5 ㎝ 

1874 年 105㎥ 
水蒸気

噴 火 
噴石、降灰 

大地獄火口で発生 

降灰堆積物 

 火口周辺 3)15 ㎝ 山麓 4)10 ㎝ 

1）現時点では、噴火による堆積物中に高温だったことを示す明瞭な証拠（溶結質や炭化木ど）が 

見つかっていないことから、低温型の火砕サージだった可能性も考えられる。 

2）「火口原」に見られる凸地形の存在か推定したもので、堆積物中に岩屑ブロックは見つかって  

おらず不確実性が残っている。 

3）火口周辺：火口から数百ｍ～1km 程度 

4）山麓：火口から 1.5km～2km 程度 
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（４）気象庁が発表する火山に関する情報や資料の解説       （令和６年４月１日現在） 

情 報 名 概  要 

噴火警報・予報 

噴火警報は、噴火に伴って、生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、

火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達

し、避難までの時間的猶予がほとんどない現象）の発生が予想される場合

やその危険が及ぶ範囲が拡大が予想される場合に「警戒が必要な範囲」

（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。また、噴火警報を解除

する場合等には噴火予報を発表する。 

 噴火予報は、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状

況が噴火警報に及ばない程度と予想される場合に発表する。 

噴火警戒レベルが運用されている火山では、噴火警報レベルを付して噴火

警報・予報を発表する。 

火山の状況に関する

解説情報 

噴火警戒レベルの引き上げ基準に現状達していないが、噴火警戒レベルを

引き上げる可能性があると判断した場合、または判断に迷う場合に、「火

山の状況に関する解説情報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低いが、火山活

動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した

場合には、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

噴火速報 
登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え

て、身を守る行動を取っていただくために発表する情報。 

火山活動解説資料 
写真や地図等や図表を用いて、火山の活動の状況や警戒事項等について解

説するため、随時及び定期的に公表する資料。 

月間火山概況 
前月１ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項をとりまとめた資料。（全国

版、各地方版） 

地震・火山月報 

（防災編） 

月ごとの地震･火山に関連した各種防災情報や地震･火山活動に関する分析

結果をまとめた資料。（全国版） 

噴火に関する 

火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・

噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちに

知らせる情報。 
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情報名 概要 

降灰予報 

噴火により、どこにどれだけの量の火山灰が降るか（降灰量分布）

や、風に流されて降る小さな噴石の落下範囲の予測を伝える情報。噴

火のおそれがある火山周辺で、計画的な対応行動をとれるようにするため

に、定期的に発表する「降灰予報（定時）」、火山近傍にいる人が、噴火

後すぐ降り始める火山灰や小さな噴石への対応行動をとれるようにするた

めに発表する「降灰予報（速報）」、火山から離れた地域の住民も含め、

降灰量に応じた適切な対応行動をとれるようにするために発表する「降灰

予報（詳細）」の３種類の情報として発表する。 

火山ガス予報 
居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火

山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を対象に発表する情報。 

火山現象に関する 

海上警報 

噴火の影響が海上や沿岸に及ぶ恐れがある場合に発表する。緯度・経度と

範囲を指定して、付近を航行する船舶に対して警戒を呼びかける。 

噴火の影響が海上や沿岸に及ぶ恐れがなくなった場合には解除する。 

航空路火山灰情報 

（VAA） 

噴火による火山灰が航空機の運航に与える影響を回避するために発表する

航空路上の火山灰情報（火山灰の分布や拡散予測）。予報期間は最大で

18 時間。気象庁が航空路火山灰情報センター（VAAC）として、民間航空

会社、航空関係機関、気象監視局に VAA を提供している。東京 VAAC は東

アジア・北西太平洋及び北極圏の一部に対する監視と情報提供を担当して

いる。 
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７．防災行政無線 

（１）同報系屋外子局                     （令和６年４月１日現在） 

№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

1 港町 3 丁目 19 地先 津軽海峡フェリー前 平成 25 年度 函館市 

2 港町 2 丁目 13 地先 港町マルハン前 平成 25 年度 函館市 

3 港町 2 丁目 14 地先 港町ふ頭 平成 25 年度 函館市 

4 浅野町 5 地先 青函フェリー前 平成 25 年度 函館市 

5 浅野町 3 地先 北ふ頭公園 平成 25 年度 函館市 

6 吉川町 3 地先 はくあい園前 平成 25 年度 函館市 

7 万代町 233 万代公園 平成 25 年度 函館市 

8 万代町 19 万代ふ頭 平成 25 年度 函館市 

9 海岸町 194 地先 港湾事務所前 平成 25 年度 函館市 

10 海岸町 20 地先 海岸町船だまり 平成 25 年度 函館市 

11 若松町 33-16 ほか 若松緑地 平成 25 年度 函館市 

12 若松町 12 地先 函館駅前 平成 25 年度 函館市 

13 東雲町 4-13 市役所 平成 25 年度 函館市 

14 大手町 4-28 大手町ポンプ場 平成 25 年度 函館市企業局 

15 末広町 21-3 消防末広出張所 平成 25 年度 函館市 

16 大町 15 緑の島 平成 25 年度 函館市 

17 弁天町 1-8 ほか 弁天改良団地 平成 25 年度 函館市 

18 弁天町 31 地先 西ふ頭 平成 25 年度 函館市 

19 弁天町 20-229 海洋センター 平成 25 年度 函館市 

20 入舟町 6-5 ほか 入船児童公園 平成 25 年度 函館市 

21 入舟町 函館漁港 平成 25 年度 北海道 

22 船見町 27-1 斎場 平成 25 年度 函館市 

23 住吉町 16 地蔵堂 平成 26 年度 函館市 

24 谷地頭町 13-18 谷地頭福祉センター 平成 26 年度 函館市 

25 宝来町 14-1 先 市道末広栄町通 平成 26 年度 函館市 

26 宝来町 20-25 宝来幼児公園 平成 26 年度 函館市 

27 末広町 5-14 アクロス十字街 平成 26 年度 函館市 

28 東川町 19-1 であえーる大森 平成 26 年度 北海道 

29 旭町 12-12 旭町児童公園 平成 26 年度 函館市 

30 大森町 11-1 地先 旭広路 平成 26 年度 函館市 
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№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

31 大森町 92 ほか 大森公園 平成 26 年度 函館市 

32 高盛町 17-10 高盛公園 平成 26 年度 函館市 

33 日乃出町 32-4 市道日乃出広路 平成 26 年度 函館市 

34 日乃出町 26 日乃出清掃工場 平成 26 年度 函館市 

35 金堀町 10-2 下水終末処理場 平成 26 年度 函館市企業局 

36 広野町 26-14 広野街区公園 平成 26 年度 函館市 

37 湯浜町 14-3 湯浜団地３号棟 平成 26 年度 函館市 

38 湯川町 1 丁目 20-25 湯川街区公園 平成 26 年度 函館市 

39 湯川町１丁目 35-1 ほか 鮫川公園 平成 26 年度 函館市 

40 湯川町 2 丁目 40-1 ほか 坂の上公園 平成 26 年度 函館市 

41 湯川町 2 丁目 2-2 ほか 湯浜公園 平成 26 年度 函館市 

42 湯川町 2 丁目 13-15 湯川児童館 平成 26 年度 函館市 

43 榎本町 100-2 市道緑園通 平成 26 年度 函館市 

44 高松町 28-1 ほか 根崎公園 平成 26 年度 函館市 

45 戸倉町 325 戸倉 7 街区公園 平成 26 年度 函館市 

46 戸倉町 154-27 戸倉 5 街区公園 平成 26 年度 函館市 

47 高松町 341-8 市道高松古川線 平成 26 年度 函館市 

48 根崎町 557-2 国道根崎生活館 平成 26 年度 国 

49 志海苔町 365-2 ほか 志海苔ふれあい 平成 26 年度 函館市 

50 志海苔町 171-1 市道志海苔 4 号 平成 26 年度 函館市 

51 銭亀町 124-1 銭亀沢支所 平成 26 年度 函館市 

52 新湊町 251-2 市道高松新湊線 平成 26 年度 函館市 

53 新湊町 97 銭亀漁港 平成 26 年度 北海道 

54 古川町 9-4 汐泊川横市道敷 平成 26 年度 函館市 

55 豊原町 138-2 市道小安古川線 平成 26 年度 函館市 

56 豊原町 64 地先 道道米原古川線 平成 26 年度 北海道 

57 古川町 384-2 市道川濯神社前 平成 26 年度 函館市 

58 石崎町 427-2 先 国道石崎漁港向 平成 26 年度 国 

59 石崎町 283-1 もと銭亀 4 分団倉庫 平成 26 年度 函館市 

60 石崎町 117-2 石崎町国道敷 平成 26 年度 国 

61 西桔梗町 851 地先 市道操車場通 平成 27 年度 函館市 

62 西桔梗町 860 地先 市道操車場通 平成 27 年度 函館市 

63 昭和町 22 昭和公園 平成 27 年度 函館市 

64 港町 3 丁目 3 港幼児公園 平成 27 年度 函館市 

65 亀田港町 52 亀田港第 2 号児童公園 平成 27 年度 函館市 
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№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

66 亀田港町 8 亀田港児童公園 平成 27 年度 函館市 

67 港町 2 丁目 1 港町公園 平成 27 年度 函館市 

68 亀田港町 13 亀田港第４街区公園 平成 27 年度 函館市 

69 港町 1 丁目 18 港公園 平成 27 年度 函館市 

70 亀田本町 4 亀田本町児童公園 平成 27 年度 函館市 

71 追分町 5 追分第一街区公園 平成 27 年度 函館市 

72 北浜町 1 万年橋公園 平成 27 年度 函館市 

73 八幡町 21 八幡幼児公園 平成 27 年度 函館市 

74 八幡町 3 八幡公園 平成 27 年度 函館市 

75 宮前町 32 宮前町公園広場 平成 27 年度 函館市 

76 松川町 27 松川幼児公園 平成 27 年度 函館市 

77 中島町 36.38 先 函館税務署前市道 平成 27 年度 函館市 

78 大縄町 20 大縄緑地 平成 27 年度 函館市 

79 上新川町 18 新川公園 平成 27 年度 函館市 

80 堀川町 19 地先 堀川広路 平成 27 年度 函館市 

81 新川町 1 地先 市道若松広路 平成 27 年度 函館市 

82 千歳町 14 千歳公園 平成 27 年度 函館市 

83 日乃出町 17 日乃出広路（巴中学校裏） 平成 27 年度 函館市 

84 西桔梗町 252-27 西桔梗野球場１ 令和５年度 函館市 

85 西桔梗町 252-27 西桔梗野球場２ 令和５年度 函館市 

86 西桔梗 849-21 西桔梗第２号緑地 令和５年度 函館市 

87 西桔梗町 822 西桔梗南緑地 令和５年度 函館市 

88 昭和町 22 昭和公園２ 令和５年度 函館市 

89 昭和４丁目 9 昭和第６街区公園 令和５年度 函館市 

90 田家町 18-1 市営住宅田家Ａ団地 令和５年度 函館市 

91 金堀町 3-1 大森浜小学校 令和５年度 函館市 

92 駒場町 1-6 駒場小学校 令和５年度 函館市 

93 深堀町 28-1 深堀中学校 令和５年度 函館市 

94 豊原町 140-30 銭亀沢中学校 令和５年度 函館市 

※ 旧函館市地域の電波形式 ： デジタル（ＭＣＡ無線） 
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【戸井支所管内】 

№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

1 小安町 919-9 小安 1 平成１１年度 民間 

2 小安町 7 小安 2 平成１１年度 民間 

3 小安町 26-2 小安 3 平成１１年度 民間 

4 小安町 227 小安 4 平成１１年度 民間 

5 小安町 83-2 小安 5 平成１１年度 民間 

6 小安町 141-2 小安 6 平成１１年度 民間 

7 釜谷町 9-1 釜谷１ 平成１１年度 民間 

8 釜谷町 755 釜谷２ 平成１１年度 民間 

9 釜谷町 69-3 釜谷３ 平成１１年度 民間 

10 釜谷町 127-6 釜谷４ 平成１１年度 民間 

11 汐首町 12-1 汐首１ 平成１１年度 民間 

12 汐首町 240 汐首 2 平成１１年度 民間 

13 汐首町 403 汐首 3 平成１１年度 国 

14 瀬田来町 183-1 瀬田来 1 平成１１年度 民間 

15 瀬田来町 149-1 瀬田来 2 平成１１年度 民間 

16 弁才町 34-1 弁才町 1 平成１１年度 民間 

17 泊町 77-1 泊町 1 平成１１年度 民間 

18 泊町 42-5 泊町 2 平成１１年度 函館市 

19 館町 3-1 館町 1 平成１１年度 函館市 

20 館町 18-3 館町 2 平成１１年度 民間 

21 浜町 762-4 浜町 1 平成１１年度 函館市 

22 浜町 31-1 浜町 2 平成１１年度 民間 

23 浜町 437-1 浜町 3 平成１１年度 民間 

24 浜町 119-3 浜町 4 平成１１年度 国 

25 新二見町 149-1 新二見 1 平成１１年度 民間 

26 原木町 40-1 原木町 1 平成１１年度 民間 
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【恵山支所管内】 

№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

1 日浦町 16-3 日浦１ 平成 15 年度 民間 

2 日浦町 72-3 日浦２ 平成 15 年度 民間 

3 日浦町 122-11 日浦３ 平成 15 年度 民間 

4 豊浦町 351-1 豊浦１ 平成 15 年度 北海道 

5 大澗 51-4 大澗１ 平成 15 年度 北海道 

6 豊浦町 210 豊浦・大澗 平成 15 年度 函館市 

7 大澗町 174-12 地先 大澗・中浜 平成 15 年度 函館市 

8 中浜町 79 中浜１ 平成 15 年度 函館市 

9 川上町 513 川上１ 平成 15 年度 函館市 

10 女那川町 25-1 女那川１ 平成 15 年度 民間 

11 女那川町 77-9 女那川 2 平成 15 年度 函館市 

12 女那川町 146-1 女那川 3 平成 15 年度 民間 

13 高岱町 16 高岱１ 平成 15 年度 函館市 

14 日ノ浜町 172-3 日ノ浜１ 平成 15 年度 函館市 

15 日ノ浜町 127 日ノ浜２ 平成 15 年度 函館市 

16 古武井町 39 古武井１ 平成 15 年度 民間 

17 古武井町 114 古武井２ 平成 15 年度 民間 

18 古武井町 411 古武井３ 平成 15 年度 国 

19 恵山町 283-1 地先 恵山西１ 平成 15 年度 函館市 

20 柏野町 99 柏野１ 平成 15 年度 函館市 

21 恵山町 131-1 恵山東１ 平成 15 年度 民間 

22 恵山町 216-3 恵山東２ 平成 15 年度 民間 

23 御崎町 22-2 御崎１ 平成 15 年度 民間 

24 御崎町 338 御崎２ 平成 15 年度 国 

25 御崎町 204-2 御崎３ 平成 15 年度 民間 

26 日ノ浜町 22-1 日ノ浜・高岱 平成 15 年度 函館市 
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【椴法華支所管内】 

№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

1 銚子町 100-2 銚子 1 平成 16 年度 函館市 

2 銚子町 46-2 銚子 2 平成 16 年度 函館市 

3 新浜町 126-3 新浜１ 平成 16 年度 国 

4 新浜町 156-1 新浜２ 平成 16 年度 函館市 

5 新浜町 36-1 新浜３ 平成 16 年度 民間 

6 新八幡町 71-1 新八幡１ 平成 16 年度 函館市 

7 新八幡町 153-1 新八幡２ 平成 16 年度 民間 

8 絵紙山町 27-2 絵紙山１ 平成 16 年度 函館市 

9 富浦町 25-1 富浦１ 平成 16 年度 民間 

10 富浦町 60 地先 富浦２ 平成 16 年度 北海道 

11 元村町 39-3 元村１ 平成 16 年度 函館市 

12 元村町 121-1 元村２ 平成 16 年度 函館市 

13 恵山岬町 14-1 恵山岬１ 平成 16 年度 民間 

14 恵山岬町 77 恵山岬２ 平成 16 年度 函館市 
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【南茅部支所管内】 

№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

1 川汲町 1520 南茅部支所庁舎屋上 平成 3 年度 函館市 

2 岩戸町 125 地先 岩戸 平成 3 年度 国 

3 岩戸町 80-6 下岩戸 平成 3 年度 民間 

4 岩戸町 287-25 磯谷 平成 13 年度 民間 

5 双見町 148-1 磯谷会館前 平成 3 年度 民間 

6 双見町 80 地先 美呂泊１ 平成 3 年度 国 

7 双見町 25-1 美呂泊２ 平成 3 年度 民間 

8 大船町 347-4 大船漁協 平成 3 年度 函館市 

9 大船町 136-1 浜歌稲荷神社 平成 3 年度 民間 

10 大船町 25-1 大船遺跡入口 平成 3 年度 民間 

11 豊崎町 204-24 臼尻中学校 平成 3 年度 函館市 

12 豊崎町 166-3 二艘澗 平成 3 年度 国 

13 豊崎町 104 豊崎バス停 平成 3 年度 函館市 

14 臼尻町 149-9 臼尻水産裏 平成 3 年度 函館市 

15 臼尻町 750 臼尻漁協 平成 3 年度 北海道 

16 臼尻町 595-6 臼尻小学校 平成 3 年度 函館市 

17 臼尻町 75-13 垣島橋 平成 3 年度 国 

18 臼尻町 11-1 下臼尻 平成 15 年度 民間 

19 安浦町 69 安浦漁協 平成 3 年度 民間 

20 安浦町 27 地先 精神川橋 平成 3 年度 函館市 

21 川汲町 559-2 上川汲バス停 平成 3 年度 民間 

22 川汲町 405-1 地先 川汲橋 平成 3 年度 函館市 

23 川汲町 237-1 地先 川汲漁協 平成 3 年度 北海道 

24 川汲町 115-1 川汲、尾札部町境 平成 22 年度 民間 

25 尾札部町 824-1 旧尾札部保育園 平成 3 年度 函館市 

26 尾札部町 1621 磨光小学校 平成 3 年度 函館市 

27 尾札部町 664 地先 後駒バス停 平成 3 年度 函館市 

28 尾札部町 502-1 地先 尾札部漁協 平成 3 年度 北海道 

29 尾札部町 331-2 古川商店前 平成 3 年度 民間 

30 尾札部町 2081-3 尾札部中学校 平成 3 年度 函館市 

31 尾札部町 173 地先 見日 平成 3 年度 国 

32 尾札部町 47-1 下見日 平成 3 年度 民間 

33 尾札部町 4-2 地先 汀浦 平成 3 年度 国 

34 木直町 594-1 ポン木直 平成 3 年度 民間 

35 木直町 433-4 木直漁協 平成 3 年度 函館市 
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№ 
所在地 

設置年度 敷地所有者 
 参考情報 

36 木直町 377-2 地先 木直橋 平成 3 年度 北海道 

37 木直町 152-1 地先 白井川覆道 平成 3 年度 国 

38 木直町 76-2 立岩覆道 平成 3 年度 民間 

39 木直町 29-1 地先 弁慶覆道 平成 3 年度 国 

40 古部町 72-1 地先 古部漁協 平成 3 年度 函館市 

41 岩戸町 98-7 地先 黒羽尻 平成 5 年度 函館市 

42 双見町 71-1 美呂泊３ 平成 5 年度 民間 

43 大船町 388-76 大船霊園入口 平成 5 年度 函館市 

44 豊崎町 180-5 豊崎船上場 平成 5 年度 函館市 

45 豊崎町 209-1 南茅部クリーンセンター 平成 5 年度 函館市 

46 豊崎町 27-1 東海バス停 平成 5 年度 民間 

47 臼尻町 1-1 豊崎，臼尻町境 平成 5 年度 民間 

48 安浦町 124-1 安浦 平成 9 年度 民間 

49 川汲町 4 地先 川汲，尾札部町境 平成 5 年度 函館市 

50 尾札部町 1822 南かやべ漁業協同組合 平成 5 年度 民間 

51 尾札部町 1942 からまつ団地 平成 5 年度 函館市 

52 尾札部町 17 地先 島歌 平成 5 年度 国 

53 木直町 681-1 尾札部，木直町境 平成 5 年度 民間 

54 木直町 1130-1 地先 ポン木直奥 平成 5 年度 函館市 

55 木直町 1082-2 地先 木直小下 平成 5 年度 函館市 

56 木直町 260 地先 白井川 平成 5 年度 国 

57 木直町 939-10 白井川奥干場 平成 5 年度 民間 

58 木直町 1388 地先 立岩第一覆道 平成 5 年度 国 

59 古部町古部トンネル地先 獅子鼻覆道 平成 5 年度 国 

60 古部町 417 古部船上場 平成 5 年度 民間 

※ 東部４支所地域の電波形式 ： アナログ 
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（２）移動系（ＭＣＡ無線） 

ア 半固定                         （令和６年４月１日現在） 

 設置場所 
一斉 

可能 
グループ 呼出名称 

1 総務部 災害対策課 ○  ｸﾞ 1,2,13,14 総務部 10 

2 総務部 本庁舎屋上 PH  - 電話接続 1 

3 総務部 本庁舎屋上 PH  - 電話接続 2 

4 総務部 本庁舎屋上 PH  - 電話接続 3 

5 総務部 本庁舎屋上 PH  - 電話接続 4 

6 総務部 本庁舎屋上 PH  - 電話接続 5 

7 総務部 代替災害対策本部（総合保健センタ－）  ○  ｸﾞ 1,2,13,14 総務部 20 

8 市民部 市民・男女共同参画課 ○  ｸﾞ 3,14 市民 100 

9 市民部 湯川支所  〃 湯川 110 

10 市民部 銭亀沢支所  〃 銭亀 120 

11 市民部 亀田支所  〃 亀田 130 

12 保健福祉部 管理課 ○  ｸﾞ 4,14 福祉 150 

13 保健福祉部 総合福祉センター（社協総務課）  ｸﾞ 4,14 あい 160 

14 保健福祉部 保健所地域保健課 ○  ｸﾞ 6,14 保健 300 

15 環境部 環境総務課 ○  ｸﾞ 5,14 環境 200 

16 環境部 埋立処分場  〃  環境 210 

17 農林水産部 企画調整課 ○  ｸﾞ 14 農水 350 

18 土木部 管理課 ○  ｸﾞ 7,14 土木 400 

19 欠番     

20 都市建設部 まちづくり景観課 ○  ｸﾞ 8,14 都市 500 

21 都市建設部 住宅公社 花と緑の課 ○  〃 公社 510 

22 港湾空港部 管理課 ○  ｸﾞ 9,14 港湾 550 

23 港湾空港部 管理課ふ頭管理事務所  〃 港湾 560 

24 消防本部 消防指令センター ○  ｸﾞ 10,14 消防 600 

25 消防本部 東消防署 ○  〃 消防 610 

26 消防本部 北消防署 ○  〃 消防 620 

27 教育委員会 生涯学習部管理課 ○  ｸﾞ 11,14 教育 650 

28 企業局 管理部総務課 ○  ｸﾞ 1 2,14,20,21 水道 700 

29 企業局 上下水道部管路整備室  ｸﾞ 12,14,20 水道 710 

30 企業局 上下水道部終末処理場  ｸﾞ 12,14,21 水道 720 

31 企業局 交通部事業課 ○  ｸﾞ 14 交通 800 

32 病院局 管理部庶務課 ○  ｸﾞ 14 函病 850 

33 関係機関 函館開発建設部防災課  ｸﾞ 13 開建 900 

34 関係機関 函館海上保安部警備救難課  〃 海保 910 

35 関係機関 陸上自衛隊第 28 普通科連隊第３科  〃 陸自 920 

36 関係機関 函館中央警察署警備課  〃 中警 930 

37 関係機関 函館西警察署警備課  〃 西警 940 

38 関係機関 NTT 東日本北海道南支店 総括担当  〃 ＮＴ950 

49 関係機関 北海道電力ネットワーク㈱道南統括

支店企画総務Ｇ 

 〃 北電 960 

40 関係機関 北海道ガス函館支店 保安センター  〃 ガス 970 

41 関係機関 函館市医師会総務課  〃 医師 980 
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イ 携帯型・車載型                     （令和６年４月１日現在） 

 
設 置 場 所 型式 

一斉 

可能 
グループ 呼出名称 

1 市長 携帯 ○ ｸﾞ 1,14 総務部 11 

2 副市長 携帯 ○ 〃 総務部 12 

3 副市長 携帯 ○ 〃 総務部 13 

4 総務部 災害対策課 携帯 ○ ｸﾞ 1,2,14     総務部 21 

5 〃 〃 携帯 ○ 〃 総務部 22 

6 〃 〃 携帯  〃 総務部 23 

7 〃 〃 携帯  〃 総務部 24 

8 〃 〃 携帯  〃 総務部 25 

9 〃 〃 携帯  〃 総務部 26 

10 〃 〃 携帯  〃 総務部 27 

11 〃 〃 携帯  〃 総務部 28 

12 〃 〃 携帯  〃 総務部 29 

13 〃 〃 携帯  〃 総務部 31 

14 〃   〃 携帯  〃 総務部 32 

15 〃 〃 携帯  〃 総務部 33 

16 〃 〃（総合保健センター） 携帯  〃 総務部 34 

17 〃 〃（総合保健センター） 携帯  〃 総務部 35 

18 〃 〃（総合保健センター） 携帯  〃 総務部 36 

19 〃 〃（総合保健センター） 携帯  〃 総務部 37 

20 〃 〃（総合保健センター） 携帯  〃 総務部 38 

21 保健福祉部 管理課 携帯  ｸﾞ 4,14 福祉 151 

22 〃 〃 携帯  〃 福祉 152 

23 〃 保健所地域保健課 携帯  ｸﾞ 6,14 保健 301 

24 〃 〃 携帯  〃 保健 302 

25 環境部 清掃事業課 携帯  ｸﾞ 5,14 環境 201 

26 〃 〃 携帯  〃 環境 202 

27 〃 〃 車載  〃 環境 211 

28 〃 〃 車載  〃 環境 212 

29 〃 〃 車載  〃 環境 213 

30 〃 〃 車載  〃 環境 214 

31 〃 〃 車載  〃 環境 215 

32 〃  〃 携帯  〃 環境 203※ 

33 土木部 管理課 携帯  ｸﾞ 7,14 土木 401 

34 〃 〃 携帯  〃 土木 402 

35 〃 道路管理課 携帯  〃 土木 403 

36 〃 公園河川整備課 携帯  〃 土木 404 

37 都市建設部 住宅公社花と緑の課 携帯  ｸﾞ 8,14 公社 501 

38 〃 〃 携帯  〃 公社 502 

39 〃 〃 携帯  〃 公社 503 

40 消防本部 消防指令センター 携帯  ｸﾞ 10,14 消防 601 

41 〃 〃 携帯  〃 消防 602 

42 〃 〃 携帯  〃 消防 603 

43 教育委員会 生涯学習部管理課 携帯  ｸﾞ 11,14 教育 651 

44 〃 〃 携帯  〃 教育 652 

45 〃 〃 携帯  〃 教育 653 
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設 置 場 所 型式 

一斉 

可能 
グループ 呼出名称 

46 企業局 上下水道部管路整備室 携帯  ｸﾞ 12,14,20 水道 711※ 

47 〃 〃 携帯  〃 水道 712※ 

48 〃 〃 携帯  〃 水道 713※ 

49 〃 〃 携帯  〃 水道 714※ 

50 〃 〃 携帯  〃 水道 715※ 

51 〃 〃 携帯  〃 水道 716※ 

52 〃 〃 携帯  〃 水道 717※ 

53 〃 上下水道部終末処理場 携帯  ｸﾞ 12,14,21 水道 721※ 

54 〃 〃 携帯  〃 水道 722※ 

55 〃 〃 携帯  〃 水道 723※ 

56 〃 〃 携帯  〃 水道 724※ 

※は各部局所有 

 

８．有線放送施設                                       （令和６年４月１日現在） 

事業者名 業務区域 有線一般放送の種類 

銭亀沢漁業協同組合 
古川町、新湊町、銭亀町、石倉

町の一部 
告知放送 

注）放送法に基づき総務省北海道総合通信局において登録または届出された施設のうち、漁業協同 

組合など公的な事業主体が運営する施設を掲載（再放送のみを行う施設を除く）。 

 

９．防災サポート無線                     （令和６年４月１日現在） 

事業者名 業務区域 放送電波の種類 

石崎地区振興情報連絡施設利用

協議会 
石崎町、鶴野町、白石町の一部 地域振興波 400MHz 

 

１０．コミュニティＦＭ放送                  （令和６年４月１日現在） 

放送事業者名 愛 称 周波数 開 局 

函館山ロープウェイ(株) ＦＭいるか 80.7MHz 平成 4年 12 月 24 日 

 

１１．ケーブルテレビ事業者                 （令和６年４月１日現在） 

放送事業者名 愛 称 開 局 

(株)ニューメディア函館センター ＮＣＶ 
平成 13 年 4 月 

（函館センター開局） 
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１２．北海道総合通信局による通信途絶時における貸出機材一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※道内配備数が不足する場合、全国から搬送して貸与 
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１３．火災・災害等即報要領（消防庁）
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１４．災害情報等報告取扱要領（北海道） 
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